
 令和８年度 ストラドルキャリヤー運転業務安全教育（初任時）   

港湾貨物運送事業労働災害防止協会 

当協会では、厚生労働省通達に基づき、ストラドル

キャリヤーの運転者に対する安全教育のうち、学科教

育を実施いたします。 

この教育は、労働安全衛生法第59条の特別教育に準

じた教育として実施しており、特に初任時の運転者に

対して、職場における安全の確保に必要な知識及び技

能を付与するものです。 

関係の方々がご参加くださるよう、ご案内申し上げ

ます。 

 

１ 開催日時 ： 初 日 令和８年９月７日（月）13:05～16:30（受付12:50～） 

２日目 令和８年９月８日（火） ９:30～15:00 

２   開催場所 ：万国橋会議センター 40２号会議室（４階） 

（横浜市中区海岸通４-２３ ℡ 045-212-1034） 

３ 定  員 ： ３６名 

４ 受 講 料 ： １６,５００円（教材費、2日目の昼食費等を含む。ただし、宿泊先の確保・費用等は受講者にて。） 

５ 内  容 ：  

初 日  13:05～14:10 開講 / 関 係 法 令 等 

 休 憩 

14:20～15:20 
ストラドルキャリヤーの定義及び機能の概要 

ストラドルキャリヤーの種類等 

 休 憩 

15:30～16:30 
ストラドルキャリヤーの荷役装置の構造 

及び取扱い方法に関する知識 

２日目    9:30～10:30 ストラドルキャリヤーの運転に必要な力学に関する知識 

 休 憩 

10:40～11:40 

12:40～13:40 

ストラドルキャリヤーの走行装置の構造 

及び取扱い方法に関する知識（昼休憩60分） 

 休 憩 

13:50～15:00 災 害 事 例 / 閉講 

６ 対 象 者 ： ① ストラドルキャリヤーの運転業務に就いている方 

② 今後ストラドルキャリヤーの運転業務に就くことが予定されている方 

７ 申込方法 ： 申込書に所定事項をご記入の上、受講料を添えて 

８月１７日（月）まで、所属総支部にお申し込みください。 

８ 修 了 証 ： 修了者には、修了証（学科）を交付します。 

 



令和８年度 ストラドルキャリヤー運転業務安全教育（初任時） 

受 講 申 込 書 

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 

氏    名 

 

 

年  月  日 生 

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 

氏    名 

 

 

年  月  日 生 

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 

氏    名 

 

 

年  月  日 生 

事 業 場 名      

及び所在地 

 

 

 

電話番号   （  ）                     ＦＡＸ   （  ） 

連絡担当者 

所属部課名 

 

 

 

 

担当者氏名 

 

 

 ※ 申込書欄が足りない場合は、複写して御使用ください。 

 ※ 修了証を交付する関係上、かい書で正確に記入してください。 

個人情報について：申込書にご記入いただきました個人情報につきましては、当協会が責任をも

って管理し、 当該教育以外の目的には使用しません。 
 

 

   

 

万国橋会議センター 

横浜市中区海岸通４-２３ 

℡０４５-２１２-１０３４ 

 

交通アクセス 

■ みなとみらい線「馬車道 

駅」６番出口より徒歩４分 

■ ＪＲ「関内駅」より徒歩 

１０分 


